
◎引き上げ分の地方消費税収について

（歳　入）

・地方消費税交付金 （社会保障財源化分） 270,000 千円

（歳　出）

・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

社会福祉 3,343,413 2,015,265 0 90,503 1,237,645

社会保険 1,043,925 153,335 0 0 890,590

保健衛生 320,117 8,160 0 17,031 294,926

合　　計 4,707,455 2,176,760 0 107,534 2,423,161

※事務費、人件費は除外

　消費税率（国・地方）については、平成２６年４月１日に５％から８％に引き上げられました。消費税

率引上げの趣旨は、今後も増加が見込まれる「社会保障４経費」（年金、医療、介護、少子化）の財

源確保にあることから、引き上げ分の地方消費税収は、全て社会保障施策に要する経費に充てるこ

とになります。

区  分 事業費
財 　源 　内 　訳
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